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❷の各年に控除する方法を選択する場合には、「社会保険料（国民年金保険料）」控除額内訳明細書に各年分

の控除額等を記入し、確定申告により控除を受ける場合は税務署に、または、年末調整により控除を受ける場

合はお勤め先の年末調整担当部署に、控除証明書とともに提出してください。

☆◆平成26年に国民年金保険料を２年前納された人へ◆☆

問明石年金事務所☎０７８－９１２－４９８０

２年前納により納めた国民年金保険料を所得により控除する場合、❶か❷の方法のいずれかのみを選択する

ことができます。❶全額納めた年に控除、❷各年分の保険料に相当する額を各年に控除

～社会保険料控除の方法が選択できます～

❶全額を納めた年に控除する方法を選択する場合
　日本年金機構から送られている「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の「納付済保険料の証明額」

欄に記載されている額が控除額となります。

❷各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択する場合
　　各年の控除額は次の計算式により求められます。(24 か月分を前納した場合 )

２年前納保険料（２６年度定額分は３５５，２８０円）  ×
その年の分の保険料の月数

24 カ月

（注）一度この方法により控除を受けた場合は、上記❶の方法による控除に戻すことはできません。
　　また、平成 27 年に平成 27 年分と平成 28 年分まとめて控除することもできません

※１年前納でも❷の方法が選択できます。

【社会保険料（国民年金保険料）控除額内訳明細書の提出について】

【控除証明書の発行について】
各年に控除する方法を選択する場合には、各年の申告に必要となる控除証明書を各年の申
告時に年金事務所へお申し出ください。

（注）控除証明書は原本を添付することとされており、コピーは認められていません

（注）明細書は、各年の申告の都度、作成してください。

　
国
民
健
康
保
険
証
を
12
月
１
日
に
更
新
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
証
（
短
期
証
及

び
資
格
証
明
書
含
む
）
は
12
月
１

日
が
更
新
日
と
な
っ
て
お
り
、
受

診
の
際
は
新
し
い
保
険
証
を
ご
利

用
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
、
11
月
下

旬
に
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
郵

送
（
簡
易
書
留
）
し
て
い
ま
す

の
で
お
手
元
に
届
い
て
い
る
か

ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

お
手
元
に
届
い
て
な
い
場
合

は
、総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
ま
で
受

け
取
り
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

お
越
し
に
な
れ
な
い
場
合
は
、

保
険
課
へ
連
絡
を
い
た
だ
け
れ

ば
再
度
郵
送
い
た
し
ま
す
。

期
限
切
れ
保
険
証
の
返
却
先

　

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
・
支
所
・

出
張
所
・
連
絡
所

保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
人 

　

期
間
の
短
い
保
険
証
（
短
期
証
）

ま
た
は
、
資
格
証
明
書
を
交
付
し

て
い
ま
す
。

※
資
格
証
明
書
が
交
付
さ
れ
て
い

る
人
で
、
保
険
税
を
納
付
で
き

な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

は
、
保
険
課
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
短
期
証
が
交
付
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す

保
険
税
、一
部
負
担
金
の
減
免

　

災
害
等
の
特
別
な
事
情
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
た
場
合
、
保
険
税
や

医
療
機
関
等
で
の
自
己
負
担
金
の

減
免
等
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
保
険
課
・
税
務
課
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課
☎
44
・
３
０
０
３

　

税
務
課
☎
43
・
５
０
２
２

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
お
願
い
カ
ー
ド
付
き

　

こ
の
た
び
、
新
し
い
国
民
健

康
保
険
証
と
同
封
し
て
「
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
お
願
い
カ
ー

ド
付
き
保
険
証
ケ
ー
ス
」
を
送

付
し
て
い
ま
す
。

 

保
険
証
の
保
護
ケ
ー
ス
と
し

て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
で
の

処
方
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、

保
険
証
の
み
を
医
療
機
関
等
の

窓
口
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ケ
ー
ス
は
窓
口
へ
提
示
し
な

い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
で
の
処

方
を
希
望
す
る
場
合
は
、
保
険
証

と
一
緒
に
、
ケ
ー
ス
を
医
療
機
関
等

の
窓
口
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課
☎
44
・
３
０
０
３

保
険
証
ケ
ー
ス
を
送
付
し
て
い
ま
す

　

大
鐘 

稔
彦
院
長
（
国
保
阿
那
賀
診
療
所
）

日
時 

12
月
４
日
（
木
）

　

午
後
２
時
30
分
～
４
時
10
分

場
所　

洲
本
市
健
康
福
祉
館

　

３
階
会
議
室
（
洲
本
市
港
２
‐

26
☎
22
・
３
３
３
２
）

演
題
「
癌
に
な
っ
た
ら 

あ
な

た
は
ど
う
す
る
か
？　

～
近

藤
理
論
の
是
非
を
問
う
～
」

主
催　

淡
路
地
区
養
護
教
諭

研
究
協
議
会

※
講
演
終
了
後
、
質
疑
応
答
な

ら
び
に
講
師
著
書
の
サ
イ

ン
会
を
予
定
し
て
い
ま
す

問
淡
路
地
区
養
護
教
諭
研
究
協

議
会 

☎
27
・
０
１
２
２
（
由

良
中
学
校　

吉
川
ま
で
）

講
演
会
の
開
催
（
入
場
無
料
）

　

年
末
の
交
通
事
故
防
止
運
動
の
実
施

◆
期
間　

12
月
１
日（
月
）～
10
日（
水
）

『
子
ど
も
と
高
齢
者
の

交
通
安
全
』

◆
重
点
項
目

・
飲
酒
運
転
の
根
絶

・
夕
暮
れ
時
の
交
通
安
全

・
自
転
車
の
交
通
安
全

・
全
て
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
　

　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し

　
い
着
用
の
徹
底

◆
運
転
す
る
人
は

❶
周
囲
へ
の
気
配
り
・
目
配
り

を
持
っ
て
、
速
度
を
控
え
た

運
転
を
し
ま
し
ょ
う

❷
早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯
（
午
後

4
時
）
を
実
践
し
ま
し
ょ
う

❸
ラ
イ
ト
で
は
見
え
な
い
所
が

多
く
あ
る
事
を
理
解
し
た

上
で
運
転
す
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う

◆
歩
行
者
・
自
転
車
の
人
は

❶
信
号
、
横
断
歩
道
の
あ
る
と

こ
ろ
を
必
ず
渡
り
ま
し
ょ
う

❷
自
転
車
は
車
と
同
じ
。
ル
ー

ル
を
守
り
ま
し
ょ
う

❸
早
朝
・
夕
暮
れ
時
は
、
明
る

い
服
装
や
夜
光
反
射
材
を

活
用
し
ま
し
ょ
う

❹
自
転
車
も
早
め
に
ラ
イ
ト
を

点
灯
し
ま
し
ょ
う

問
生
活
環
境
課

　

☎
43
・
５
０
２
４

　 「
児
童
扶
養
手
当
法
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
す

　

こ
れ
ま
で
、公
的
年
金
を
受

給
す
る
人
は
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

平
成
26
年
12
月
以
降
は
、年
金

額
が
児
童
扶
養
手
当
額
よ
り

低
い
人
は
、そ
の
差
額
分
の
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

受
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

※
申
請
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、

福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

※
児
童
扶
養
手
当
は
、
離
婚
等
に

よ
る
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の

生
活
の
安
定
・
自
立
促
進
に
寄

与
し
、
児
童
の
福
祉
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給

さ
れ
る
手
当
で
す

問
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
２

　 「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」（
日
本
政
策
金
融
公
庫
）
ご
案
内

　

高
校
、
大
学
等
へ
の
入
学
時
・

在
学
中
に
か
か
る
費
用
を
対
象
と

し
た
公
的
な
融
資
制
度
で
す
。

融
資
額　

子
ど
も
１
人
に
つ

き
３
５
０
万
円
以
内

金
利 

年
２
・
２
５
％
固
定
金
利

（
母
子
家
庭
の
人
な
ど
は
１
・
８
５
％

平
成
26
年
11
月
10
日
現
在
）

返
済
期
間　

15
年
以
内

（
母
子
家
庭
の
人
な
ど
は
18
年
以
内
）

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
国
の

教
育
ロ
ー
ン
」
で
検
索
し
て
下
さ
い

問
教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　

☎
０
５
７
０
・
０
０
８
６
５
６　

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）
ま
た
は
、

☎
０
３
・
５
３
２
１
・
８
６
５
６

▼それぞれの方法を選択した場合の控除額は以下のとおりです。

（注）明細書は、控除証明書１枚（被保険者１名）につき１枚作成してください。

　 国 保 　 改 正

　

　訪問看護ステーション心

※介護・医療・精神・認知症
※男・女看護師対応

※ 24 時間・日曜祝日の訪問もできます
※各種健康保険適用

ご利用をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください

▲ジェネリック医薬品お願いカード付き
　保険証ケース

洲本市納 383-1 ＫＯＡＩ館 103　 TEL/FAX ０７９９－２０－１０４５


